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「緊急事態宣言」の延長に伴う学校行事の変更について 

 

薫風の候 保護者の皆様には、平素より本校の教育活動にご理解とご協力を賜りまこ

とにありがとうございます。 

 さて、この度国の「緊急事態宣言」が延長される運びとなりました。そのため、すで

に予定されておりました学校行事等につきまして、以下のとおり変更させていただきま

す。 

 

５月１５日（土）土曜授業 ⇒ ６月以降に延期  

※１５日（土）は休日となります。 

５月１８日（火）～２１日（金）個人懇談会 ⇒ 中止 

 

※ １２日（水）以降の日々の学習活動については、教育委員会より通知があり次第決

定してお知らせいたします。 

※ ６月６日（日）に予定しております日曜参観も中止します。 

６日（日）休日 ７日（月）通常の登校 となります。 

※ 個別のご相談がある場合はいつでもお受けしますので、学級担任までお知らせくだ 

さい。 

※ 感染の拡大状況によっては今後もさらに変更する場合があります。 


